
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酒類小売業者 

 

酒類販売管理者 
※小売業者自らがなることも可能 
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酒類販売管理者選任届出書の提出 
※選任後２週間以内 

研修受講 
※選任後３ヶ月以内 

（既存業者は平16.8.31まで）

受講証交付 

研修受講者 
名簿の提出 

選 任
※販売開始まで
（選任しない場合、
罰則⇒免許取消
の適用あり）

助 言 

指 導 
○ 国税庁指定団体：５団体 
・ （社）日本フランチャイズチェーン協会 
・ 日本チェーンストア協会 
・ （社）全国スーパーマーケット協会 
・ （社）日本ボランタリー・チェーン協会 
・ （社）日本セルフ・サービス協会 

○ 国税局（所）指定団体:４３３団体 

（平成 16年 1月末日現在）

酒類販売管理者の選任・酒類販売管理研修制度の概要


